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協議１

秋田市マイタウン・バス南部線における

移動円滑化基準適用除外車両の導入について

１ 理由

「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」（バリア

フリー法、平成18年法律第91号）では、車両の新規導入の際には低床

や車いすに対応した乗車ができることなどの移動円滑化基準（以下

「バリアフリー基準」という。）の適合が義務づけられています。

秋田市マイタウン・バス南部線の河辺Ａコース、雄和Ａコースおよ

び同Ｂコースのマイクロバス車両については、平成21年10月の運行開

始当初から、狭隘な道路や地形上の問題等により、バリアフリー基準

の適用除外を受けて運行していますが、この度車両の更新が必要とな

り、同じくバリアフリー基準の適用除外車両を導入することから協議

するものです。

２ 車両の概要等

(1) 車名および型式 日野 ＳＤＧ－ＸＺＢ５０Ｍ

(2) 車 台 番 号 ＸＺＢ５０－０００５６８７

(3) 乗 車 定 員 ２９人

(4) 車 両 サ イ ズ 長さ 幅 高さ 車両総重量

6,990mm 2,025mm 2,580mm 5,175kg

車両イメージ（同型車両）
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３ バリアフリー基準の適用除外について

導入車両は「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」（平成19年

２月５日付け第1036号）第３ (3)「幅2.1ｍ以下であって乗車定員が23人

を超える自動車、ガイドウェイバスその他の技術開発上移動円滑化基準

への適合が困難な自動車」に該当しますが、これまでと同様に適用除外

認定を申請するものです。

４ 認定により適用を除外するバリアフリー基準の条項および内容

(1) 第37条第２項第１号：乗降口の幅

(2) 第37条第２項第１号：乗降口のスロープ

(3) 第38条第１項：床面の高さ

(4) 第39条：車いすスペース

(5) 第40条第１項：通路の幅

５ 導入予定日

令和４年６月１日（水）


